
議 案 第 36 号 

 令 和 ６ 年 度 に 愛 媛 県 県 立 高 等 学 校 及 び 愛 媛 県 県 立 中 等 教 育

学 校 後 期 課 程 に お い て 使 用 す る 教 科 書 を 別 添 目 録 の と お り 採

択 す る も の と す る 。  

 

令 和 ５ 年 ８ 月 17 日 提 出  

 

      愛 媛 県 教 育 委 員 会 教 育 長  田  所  竜  二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 説 明  

 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 31 年 法 律

第 162 号 ） 第 21 条 第 ６ 号 の 規 定 に よ り 、 令 和 ６ 年 度 に 愛 媛 県

県 立 高 等 学 校 及 び 愛 媛 県 県 立 中 等 教 育 学 校 後 期 課 程 に お い て

使 用 す る 教 科 書 を 採 択 し よ う と す る も の で あ る 。  
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